
（資料） 

非常時優先業務（応急業務） 

 

 

 

業務開始目標時間 

部及び班 
3時間以内 24時間以内 3日以内 1週間以内 1か月以内 1か月以降 

総括部 

総務班 ・災害対策本部の設置及び運営 

・本部長の指揮命令の伝達 

・職員の招集、出動 

・各部との連絡調整 

・各関係市町村及び防災関係機関との連絡調整 

・自衛隊への出動要請 

・本部職員に対する災害用装備品の貸与 

・災害時における防災資機材等の調整 

・災害時における車両の確保及び配車 

・職員及び職員家族の被災状況の確認 

・各部との連絡調整 

・非常警報、避難勧告等の発令 

・災害対策本部及び各防災機関で実施する諸対策

等の状況の把握並びに記録 

・動員職員の輸送及び出動状況の記録 

・防災関係機関等に対する各種災害情報、気象情

報等の収集伝達 

・本部職員に対する食料等の確保 

・町有財産、公共施設の被災状況調査 

・町有財産、公共施設の緊急応急対策 

 

・災害救助法の適用申請  ・被害総合集計 

・災害に係る国及び道への報告書等の作成 

・予算措置、経理及び資金に関すること 

・災害関係書類等の記録保存 

各連絡所 ・災害危険区域の警戒 

・被害調査 

・本部と地区住民との連絡     

学校対策班 ・学校教育施設の被害状況調査 

・学校教育施設における避難所の開設 

・被災児童生徒の避難及び救助、救出、収容 

・学校との連絡調整 

・教職員の応援要請に関すること 

・被災児童生徒の給食に関すること 

・被災児童宇生徒に対する医療、防疫対策 

・学校教育施設の災害応急対策 

 ・災害時の応急教育 ・被災児童生徒に対する学用品の供給  

社会教育班 ・社会教育施設及び社会体育施設の被害状況調査 

・社会教育施設及び社会体育施設における避難所

の開設 

・社会教育施設及び社会体育施設の入場者の避難

及び救助、救出、収容 

・災害活動に協力する社会教育関係団体等との連

絡調整 

・社会教育施設及び社会体育施設の災害応急

対策 

・文化財等の災害対策  ・社会教育施設及び社会体育施設の災害復旧  



業務開始目標時間 

部及び班 
3時間以内 24時間以内 3日以内 1週間以内 1か月以内 1か月以降 

調査 

広報部 

広報班 ・被災地の広報活動 

・災害情報等の発表 

・報道機関との連絡調整 

  ・緊急視察者、見舞者等の対応   

調査班 ・土地造成地区の被害調査 

・災害現地の調査及び写真収集 

・被害状況の把握及び記録     

工作部 

工作班 ・水防警戒区域の警戒巡視 

・災害時の交通危険個所の規制、警戒 

・道路、橋梁及び河川被害状況調査及び記録 

・町有土木施設の被害状況調査及び応急対策 

・災害時における障害物の撤去及び記録 

・災害復旧土木事業 

・道路、橋梁及び河川の緊急防災対策 

・災害時における緊急資材置き場及び応急施

設用地の確保 

  ・農業土木施設の災害復旧  

建築班 

（施設担当） 

・公共建物の被害状況調査及び記録 

・応急仮設住宅の供給に関すること 

・公共建物の災害応急対策 

・住宅の応急判定 

  ・公共建物の災害復旧 

・災害時における建築物、工作物の復旧指導 

・住宅の災害復興の総合計画に関する

こと 

建築班 

（上下水道担当） 

・下水道施設の被害状況調査及び記録 

・下水道資材の確保 

・水道施設の被害状況調査及び記録 

・水道施設の警戒警備 

・水道資材の確保 

・下水道施設の災害応急対策 

・水道施設の災害応急対策 

・飲料水の確保 

・給水、断水、下水道の使用の広報 

  ・下水道施設の災害復旧 

・水道施設の災害復旧 

・ 

工作労務班 ・工作部の労務供給に関すること      

資材部 

資材班 ・各種車両計画の作成及び車両の確保 

・防災資材及び機械器具その他物品の調達 

・防災資材及び機械器具その他物品の配送 

・衣料、生活必需品その他物資供給実施 

・飼料の確保及び供給 

    

輸送班 ・避難者及び救援物資輸送車両の確保 ・避難者及び救援物資の輸送 

・防災資機材等の輸送 

・避難者及び救援物資の輸送の記録 

    

資材労務班 ・資材部の労務供給に関すること      

救護部 

救護班 

（救護担当） 

・被災者の救援活動 

・救助用資機材の調達 

・行方不明者の捜索 

・義援金品の受付 

・救護所の設置 

・災害見舞対象者の調査及び被災者名簿作成

に関すること 

・衣料、寝具等生活必需品の調査、支給 

・救援活動の記録 ・災害弔慰金の支給 ・義援金の配分  

 

 

 

 

 

 



業務開始目標時間 

部及び班 
3時間以内 24時間以内 3日以内 1週間以内 1か月以内 1か月以降 

救護部 

救護班 

（福祉担当） 

・社会福祉説入所者の避難救助 

・高齢者、独居老人家庭の安全確保 

・社会福祉施設の被害状況調査 

・被災保育園児の収容 

・救助活動に対する厚真社協との連絡調整 

・日赤救助活動の連絡調整 

・社会福祉施設の災害応急対策 

・被災者の生活救援 

・民間の協力団体及び個人協力者（ボランテ

ィア活動者）の受付及び連絡調整 

 

・被災者相談に関すること  ・社会福祉施設の災害復旧対策  

救護班 

（保健担当） 

・医療品及び医療機器の確保 

・被災者の医療救援 

 ・被災地の防疫に関すること 

・被災者の防疫に関すること 

・救援活動従事者の医療に関すること 

・被災地の清掃に関すること   

給与班  ・被災者の給食炊き出し 

・被災地の給水に関すること 

・学校給食確保 

・応急救援食品の調達配分 

    

支援部 支援班 
・各部の要請により、各協力団体との連絡調整及

び支援体制の確立 

     

 


